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【資料２】

動物にやさしい秋田ＰＲ業務委託 仕様書

１ 目的

平成３１年４月に開所した秋田県動物愛護センター（以下、「センター」という。）は、

新たな飼い主を待っている動物との出会いの場、同居動物との生活上のアドバイスや健康

相談、災害時の動物救護の体制づくり、動物愛護の状況を「動物にやさしい秋田」として

情報発信等に取り組む施設である。

本事業によって、動物をテーマにした本県の魅力や動物愛護の取り組みを広く情報発信

し、センターの認知度の向上を図るとともに、来訪者の増加を促す。

２ 業務概要

（１）業務内容

夏休み・冬休みのイベント等を実施する。

（２）業務の遂行

業務の遂行に際しては、必要の都度、県と協議・確認のうえ行うこと。

また、見直し等の指示があった場合は、速やかに対応したうえで県の承諾を得ること。

３ 仕様

（１）業務内訳

内訳番号 内 容

１ フォトコンテスト（８月開催、夏休み期間中）

飼い主とペットの良好な関係を写真を通じてＰＲすることにより、動

物を大切にする心や適正飼養等の重要性等を啓発する。

・募集チラシ１万枚、募集広告、展示広告

・募集期間７月中旬～８月末

・表彰（最優秀賞１点、優秀賞３点、入選１５点）、審査員・入賞

者謝礼あり

・９月下旬の動物愛護フェスティバル（予定）にて表彰

・表彰後はセンター（玄関エントランス）、県北（受託者が能代市、

大館市、北秋田市、鹿角市のいずれかの会場を提案、委託料には

会場借上料を含む）、県南（受託者が大仙市、仙北市、横手市、

湯沢市のいずれかの会場を提案、委託料には会場借上料を含む）

等の３か所以上において各１５日間展示

２ 冬フェスタ（１月下旬開催、冬休み明け）

センターにおいて、親子連れを対象として、動物に関連する様々な親

子イベントを行うことにより、動物愛護活動に関心を持ってもらうとと

もに、センターの認知度の向上や冬場の誘客を図る。

・チラシ１万枚、周知広告

・冬休み明けの親子向けに１月下旬開催
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（２）開催場所

秋田県動物愛護センター

住 所 〒０１０－１２１１ 秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１番地

電 話 ０１８－８２７－５０５１

ＦＡＸ ０１８－８８６－５５８１

（３）開催場所の事前確認

本企画提案競技に参加するにあたり、動物愛護センターでの開催場所を事前に確認した

い場合は、センターにその旨を連絡したうえで施設等を見学することができる。

４ 契約に関する条件等

（１）再委託等について

ア 受託者は、本業務のすべてを一括して第三者に再委託し、又は請け負わせてはなら

ない。

イ 受託者は、本業務の一部を第三者に再委託することができるが、その場合は再委託

先の概要と責任者を明記し、再委託する業務の内容等を事前に書面にて提出し、あら

かじめ県の承認を得ること。

（２）業務の履行に関する措置

ア 県は、本業務（再委託した場合を含む）の履行について、著しく不適当と認めら

れるときは、受託者に対してその理由を明示した書面を求め、必要な措置をとるべ

きことを要求することがある。

イ 受託者は、前項の要求があったときは、当該要求に係る事項について決定し、そ

の結果を要求があった日から１０日以内に、県に書面で提出するものとする。

（３）機密の保持

受託者は、本業務（再委託した場合を含む）を通じて知り得た情報を機密事項として

扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいについて、善良な管理者の注意をもってそ

の情報の管理・保持を行うものとする。

（４）関係法令の遵守

受託者は、本業務（再委託した場合を含む）を履行する上で、他人の著作権、肖像権

や個人情報を取り扱う場合は、関係法令を遵守すること。

５ その他

（１）本業務が完了するまでの間、その進捗状況の報告、問題点の協議・解決、本業務の履

行のために必要な事項等について、必要の都度、県と受託者が協議して定める。

（２）委託業務の内容は現時点の予定であり、県が受託者と協議のうえ、変更することがあ

る。

（３）本業務の履行のため、県が所持している資料等は必要に応じて受託者に提供するもの

とする。

（４）本業務に起因する事故やトラブル等が生じた場合は、受託者がその対応に当たるとと

もに、速やかにその概要を県に報告するものとする。

（５）県は、受託者の委託業務の実施状況について、上記報告事項のほか、必要な報告を求

め、委託業務の実施に関して調査を行い、必要な指示を与えることができるものとする。


